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民
法
に
み
る
阿
川
市
立
白
川
町
別

抗
主
税
引
～
定
め
る
断
迂
h
h
f
F
M
以

他
の
崎
務
へ
の
い
μ
換
小

J

川
前
m

亨；一

川桝
τ肝
心
全
治
的
閉
山

4
t
t刊

,;; 

め

一〆

lilt 

H
H斗

町
引
F

71lム
の
成
総
が
卜
が
れ
ば
位
付
は
お
ノ
ド
、

個
人
以
吹
一
川
が
芳
、
｛
一
〈
！
よ
い
T
／～選

f
も
戦
力
外
通
告
な
月
ん
は

l

り
ゐ

U

身
八
作
ん
針
路
と
は
お
よ
を

か
つ
て
の
凹
『
げ
大
学

な
い
世
界
d

z

h
ベ
ノ
し
ー
ド
一
非
桁
た
同
界
と
し
て
ブ
ロ
ザ
ヘ
ポ

i
ノ
ノ
の
世
界
は
あ
る
っ
と
り
だ
械
に
あ
っ
た
り
が

の
孜
肘
円
で
あ
り
、
採
川
村
山
ゃ
宍
任
、
戸
川
仔
の
惚
ん
去
し
も
よ
な
げ
れ
ば
、
訟
判
や
公
立
の
対
象
と
な
る
こ
と
も
な
か
っ
止
太
子
教
口
な
除
く

公
訪
問
日
の
位
閉
す
い
二
れ
こ
ト
ヘ
差
は
な
p

＼
だ
ト
ム
ミ
ネ
ル
詰
聞
の
分
限
争
点
良
県
叫
未
明
、
い
う
普
通
併

い
え
る
っ
祈
阿
ん
や
週
刊
註
が
口
治
外
戦
只
の
分
限
免
税
に
紙
布

、
二
川
三
月
品
？
｝
与
j

R

J

一
こ
：
〆
｝
も

｝刀三一
r
n
t
し
1

1

4

へ
f
I
U
M判
）

を
大
台
〈
説
い
た
の
ー
も
、
川
村
に
ぞ
れ
が
珍
L
か
っ
三
か
ら
に
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ほ
か
な
ら
な
い

分
間
以
免
職
と
い
え
ば
、
最
近
心
ケ
ー
ス
に

1

起
過
勤
務
命
令
拒
否
、
術
総
布
小
川
、
始
時
未
払
可
刻
絞
り
山
刊
勤
簿
仰
円
、
始
業
時
刻
伐
の
史

女
、
同
い
糸
引
受I
七

4ft思
反
、

バ
イ
ク
乗
中
組
出
、
胸
土
〔
1

小
益
岡
市
、
制
収
不
若
畑
、
〆
H
別
手
に
対
j
る
忍
円
、
府
内
川
許
可
抗
古
午
、
組
ム
円

出
向
小
川
喝
の
川
4
H
断
掲
示
、
指
小
ツ
ク
小
柿
川
町
、
打
私
的
叩
の
政
室
、
古
川
円
九
円
の
故
萱
及
び
同
月
以
室
へ
の
M
l
浅
知
百
の
計
走
行
為
を
r
j
い
」
、
仁

午
聞
に
「
ム
円
前
九
一
仁
凶
の
指
導
及
ぴ
職
務
命
令
、
介
訂
一
同
山
一
、
正
品
、
〈
H
J

一
八
凶
の
訓
’
一
口
改
ひ
〈
Y
H
J
h
凶
の
惣
戒
処
f

吋
を
4
7

け
た
」
お
政
事
務
庄
が
ー
そ
の
（
h
較
に
必
授
な
泊
伸
明

M

性
を
欠
く
ぬ
札
口
」
に
コ
山
り

T
q
乙
し
し
ん
刀
限
免
職
に
し
一
吋

ーぷ
I

、
勺
ヨ
っ
た
十
、
白
必
便
局
事
件
リ
最
一
小
汀

i

一
点
ハ
・
一

a

一
六
日
時
八
じ

u
勺
二
頁
が
あ
る
」

最
古
乃
裁
は
？
も
ち
ろ
ん
～
こ
れ
を
治
法
ζ

し
ん
一
も
り
の
、
川
端
絞
や
す
叶
裁
の
川
断
は
為
っ
て
い
1
1
こ
ん
ば
議
員
十
三
午
m
J
U
刀
か
え
て
い

ア
郵
便
何
も
内
山
～
便
局
だ
が
、
そ
の
分
間
山
先
端
を
壱
法
、
乙
L
U
J
T

級
容
の
裁
斗
官
。
常
h
M
も
説
、
わ
れ
る
。
た
し
か
ピ
、
士
ロ
可
改
心
ぜ
分
似
体
除

一
ゲ
↓
受
け
る
裁
判
白
仁

2
っ
て
、
免
職
や
併
出
生
は
出
世
子
の
山
山
本
事
と
は
い
司
、
一
λ

ょう

J

、
、
こ
コ
コ
一
、
、

J

－L

L
V一川
T

L

L

I

山

U
P
Y－－
L

し

↑

円
以
判
官
ハ
か
非
常
識

な
判
決
乞

F
し
と
も
、
そ
れ
が
訴
さ
れ
る
と
は
訂
正
も
思
わ
な
レ
c

倒
J

阿
も
失
業
ー
ら
な
い
村
会
は
、
と
も
す
が
ぺ
は
理
総
務
店
こ
と
ぐ
考
え
ら
れ
や
す
い

し
か
し
、

金
融
機
似
の
倒
洋
吉
認
め
ほ
か
っ
た

護
送
陪
凶
h
ょ
が
非
効
ギ
な
経
営
古
牛
み
、

か
え
〉
て
国
民
に
多
大
な
様
牲
一
vr
詑
い
た
よ
ろ
に
、
行
き
渦
き
た
時
一
同
小
制
限
過
刺
版
制

は
、
件
付
の
と
乙
ろ
、
が
レ
九
日
ム
i
体
に
川
、
人
U
ピ
J
O
L
ん
ら
す
こ
と
に
仕
る
υ

以
下
て
は
、
で
う
い
に
制
白
か
ら
、
解
雇
ζ

め
ぐ
る
川
「
一
命
ト

五
絞
り
川
問
題
九
つ
い
て
き
え
℃
み
た
い

J

民
法
に
み
る
解
原
口
山
の
原
則

笠
原
と
は
、
使
用
者
が
一
方
的
に
、
開
明
刊
の
り
に
め
の
な
い
↓
庶
民
一
契
約
を
別
約
ト
ニ
セ
一
と
、
士
三
は
期
判
刊
の
ど
め
の
あ
る
一
早
川
契
約
を
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当
該
別
問
む
涜
J
V
待
え
ず
に
、
そ
の
期
間
中
に
情
約
す
る
こ
と
を
い
弓

J

れ

ー
、
対
応
ば
、
六
一
七
条
一
一
加
で
「
勺
事
ヤ
や
や
か
一
一
川
の
期
間
ぞ
ん
止
め
な
か
っ
え
と
き
は
、
拝
中
I
申
告
は
、

パ
コ
「
～
よ
り
ゲ
日
「

L
－
｝
；
！
？
一

仰
の
中
人
れ
を
寸
る
、
｝
と
が
で
き
る
に
こ
の
場
合
ケ
一
ぬ
い
て
、
言
品
川
市
山
口
、
相
川
約
の
申
人
れ
の
白
か
ら

干
潟
問
ど
経
過
す
る
と
と
い

Y
K
つ

て
終
了
す
る
上
y

r

し
め
る
と
v
ち
に
、
同
法
一
ハ

一
八
条
v
川
段
で
「
当
山
ヂ
者
？
っ
一
一
市
の
期
間
h
d
だ
め
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
出
む
を
得
な
い

ム
甲
山
が
あ
る
と
き
は
、
存
立

i

一
均
一
斉
は
、
十
戸
ち
に

μヘ
約
の
解
除
を
す
る
こ
と
が
で
台
ゐ
L

と
裁
定
す
る
つ

第
一
次
大
戦
後
、
労
散
薬
刊
法
｛
muh刊

年
法
什
い
い
第
四
九
口
勺

J

以
下
労
ぷ
法
、
｝
い
、

2

f
〉
条
ば

J

別
府
に
係
る
子
育
期
間

LT＼
（
U
E司
に
延
長
「
司
令
方
で
、
印
川
河
の
だ
め
の
右
前
川
、
に
か
か
わ
ら
ず
、
「
一
人
災
事
ホ
ー
そ
の
他
？
ひ
を
以
げ
な
い
事
ヨ
の
と
め
に
事
業

の
継
続
が
京
り
誌
と
な
っ
に
場
合
又
は
労
術
者
心
乏
に
帰
一
G

J

べ
き
事
由
に
ま
い
と
解
聞
触
す
J

る
場
合
」

に
は
店
時
解
府
炉
一
可
能
と
あ
る
己
円

が
も
定
め
る
に
主
ゥ
丈
が
、
こ
の
よ
、
「
に
期
尚
の
定
め
の
な
い
一
間
取
用
契
約
に
お
J

て
も
、
場
ん
じ
に
よ
り
子
牛
円
、
ま
ゆ
人
は
こ
れ
に
代
わ
る
下

当
の
支
払
）
は
し
に
併
巴
を
一
ぱ
し
何
る
こ
と
は

況
に
怜
削
に
お
い
て
、
改
正
湯
法
施
行
令

大
正

1
1

年
一
一
ム
リ
第
一
1

い

七
久
本
の
第
一
引
が

一、、v
u
 

他
方
、
契
約
に
切
聞
の
定
め
れ
お
る
こ
と
は
原
知
と
し
て
契
約
期
間
中
心
術
約
が
契
約
泣
反
と
仕
る
こ
と
を
意
収
す
7

？
と
か
ら
、

解疋＇：止くるf論と与高校

見
出
1

八
一
一
八
条
が
川
、
約
問
問
中
の
健
一
F
U
刊に

や
む
ハ
ピ
作
け
な
い
事
出
を
安
点
し
た
こ
し
し
も
卜
分
に
現
時
立
さ
竺
鮮
軍
に
つ
い
て
は
、

労
北
町
、
出
山
も
そ
れ
に
l
んl
げつ

士
山
崎
一
一
政
治
七
人
下
が
即
時
解
扉
を
K
L
U特
る
範
阿
わ
ど
い
さ
さ
か
狭
め
た
と
は
い
え
、
そ
れ
ハ
Ur止
lv
一一
2
おわ〆

子
台
（
ま
た
は
子
々
子
勺
り
支
払
）

之
し
に
叶
能
な
解
雇
心
範
囲
を
制
限
「
る
’
わ
り
に
す
ぎ
た
か
っ
た
の
で
。
あ
る

出
店
契
約
に
明
山
間
心
｛
止
め
が
な
い
場
合
に
は
、

士
AFP
一、

「
や
む
を
得
伝
い
弔
汁
L

が
な
く
て
も
解
日
が
川
江
院
で
あ
る
こ
と
な
民
法
は

当
然
の
2

引
い
涜
と
し
て
い
た
と
い
た
ー
ミ
と
も
さ
さ
る

r

「
一
層
川
町
の
期
間
、
？
満
了
に
一
段
労
的
蓄
が
引
き
続
き
ん
ヘ
の
勺
山
備
に
従
事
す
る
場
ム
円

に
お
い
て
、
伎
町
者
が
こ
れ
を
知
り
な
が
ら
呉
認
を
述
d

な
U

と
き
は
、
従
、
刊
の
泌
氏
一
と
川
の
条
件
で
一
史
に
桂
店
主
1

v

た
も
の
乙
捻
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｛
疋
ず
る
。
こ
の
場
介
ヒ
リ
い
て
、
各
当
事
者
は
、
治
ー
ハ
百
二
卜
七
条
の
比
だ
に
よ

η
解
約
の
巾
p

へ
れ
を
寸
る
こ
と
が
で
き
る
と
じ
た

同
出
R

八
一
一
北
条
項
一
校
段
）
が
そ
れ
て
忘
る

い
わ
ゆ
る
黙
ぶ
心
更
新
の
場
九
円

1

従
諮
り
票
用
と
同
一
心
条
件
て
更
に
石
市
ー
と
し
ー
に

R
り
と
り
推
定
い
か
品
聞
く
が
、
期
間
の
定
め

い
よ
る
拘
束
ー
で
は

一
沼
附
前
い

J
f
u
f
れやは、

解
約
は
可
段
、

い
c

「
や
む
吹
作
な
い
事
川
L

が
な
く
て
も
、

民
法
は

」
の
乙
と
を
片
J
M
けと、
ν
て
し
た
と
い
べ
以
外
に
な
い
の
ご
あ
q

句
、
〆
た
が
コ
て
、
黙
示
の
更
新
に
よ
り
、
期
間
の
な
め
の
あ

匂
契
約
が
期
閣
の
り
に
め
の
な
い
契
約
に
転
化

L
Pいノ↓
1

）
亡
、
こ
れ
に
解
雇
格
濫
用
法
却
を
迎
用
ず
る
よ
う
な
」
〉
一
は
、
立
法
茜
の
意
思

に
明
ら
か
に
反

γ
る
と
い

平
成

万
刊
の
沼
山
町
山
同
会
に
内
一
設
が
技
中
川
I
J

～
労
ド
弘
法
改
ー
止
楽
に
は

使
用
者
は

こ
の
法
仕
え
は
池
の
け
は
や
り
川
尻
J

止
に
よ
り
そ

の
使
用
J
J全
力
偶
者
の
一
折
口
市
に
認
す
る
権
刊
h
w
V
4
山
山
台
、
れ
て
い
る
場
合
を
ふ
さ
、
労
鮒
者
を
解
凶
判
ず
る
こ
こ
が
で
き
る
n

たん
J

一
し
、
ふ
一

の
併
一
軍
一
炉
、
客
制
的
か
つ
合
町
内
的
な
遊
山
を
欠
き
、
村
会
通
念
一
松
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
は
い
、
場
合

ιは
、
そ
の
碓
杭
古
品
川
刑
し
た

も
の
と
し
亡
、
川
い
［
切
と
す
る
一
と

八
条
の
と
し
て

E
か
れ
て
い
た
が

一
司
会
修
正
に
」
り
札
乃
は
ト
ム
l
V
ヘ
げ
か
剖
ー
パ
会
さ
ー
れ

ー
だ
し
主
川
だ
け
が
刷
、
【
リ
す
る
形
己
規
定
さ
わ
る
日
」
J
に
な
る

－
一
古
し
ら

は
も
コ
ば
ら
じ
」
張
山
五
古
片
れ

Lr一
一
ょ
が
臼
（
う
の
か

と
い
勺
一
た
む
山
か
ら
打
わ
れ
た
も
の
こ
ん
あ
っ
て

パ
ヘ
伝
に
定
め
る
M
M
一一
J

ト
白
心
的
引
が
そ
の
原
附
則
的
地
村
中
小
へ
つ

子
小
、
＋
子
、

it－
－

v
 

J

考
え
る
べ
き
し
な
の
で
お
る

就
業
規
則
に
定
め
る
解
一
足
条
項

解
一
一
権
市
川
町
法
則
打
一
vp
わ
け
子
園
で
｛
否
判
ず
る
き
っ
か
け
を
つ
く
っ
た
判
例
の

つ
に
、
高
知
欣
送
事
什
H
昆

ヘパ

14日
日
I

／
一
半

H
干
l

六
八
日
す
じ
r員
が
あ
ゐ
υ
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事
業
は
、
攻
送
ロ
叫
の
ア
ナ
ム
け
シ

f
ー
が
れ
川
期
間
L

二
度
版
坊
吉
し

ラ
ジ
オ
ニ
ュ
ー
ス
立
校
、
店
で
き
は
か
つ
え
た
め
に
普
通
熔
涯
に

処
け
で
ら
れ
た
と
い
よ
ー
も
（
り
で
あ
っ
た
が
、
最
高
裁
は
が
H
通
院
一
一
事
出
が
あ
る
場
台
に
お
い
て
も
、
使
川
市
若
は
常
に
解
寵
し
つ
る
も
の

で
は
な
く
、

ψ
J
J
J
H、
体
的
な
事
江
刊
の
も
と
に
づ
ぬ
い
て
、

lr会
通
念
仁
川
相
当
と
も
、
り
し
、

山
併
扉
に
処
d
る
こ
T
／
～
や
か
著
し
く
小
企
周
ξ
あ
り
、

し
て
是
認
す
る

τ）
日
？
で
き
な
い
と
き
に
は
、
山
ー
該
m
F
取
の
す
山
同
い
十
久

、
川
中
日
刊
棒
の
値
一
院
と
し
て
法
効
に
な
る
も
の
と
い
う
べ
き
で

あ
る
」

4
L
L
J上
で
、
ぷ
川
け
の
場
介
に
は
「
絞
lι
一
円
人
に
パ
司
、
〆
解
一
足
乞
vJdv

ハ
て
の
f
J
r
q
L
t
は、

い
さ
さ
か
苛
船
ド
す
ぎ
、
合
担
性
を

欠
く
A
a（

J

白川江
L
〉
一
ぜ
ず
、
必
F
L
1
t司
会
的
に
相
り
な
も
の
ー

γυ
て
是
認
す
る
こ
乙
は
さ
き
主
い
ζ

考
え
り
れ
る
余
地
が
あ
る

J
L

た
が
っ
九
本
件
解
尽
の
芯
円
い
丞
ず
ぜ
簿
一
一
内
ー
の
滞
日
；
：
ν

ー
〕
た
原
稀
の
判
断
は
、
結
馬
、
正

r
r認
め
ら
れ
る
こ
3

〆た

前
段
日

般
論
に
ψ
i
k
る
応
分
、
〈
後
口
刊
の
結
市
ピ
h
K
1」
γ
γ
Q
部
分
と
で
は
、
そ
－
U
内
容
小
松
江
に
矛
盾
し
て
お
り

斗コ平

1－

rp
、

正
エ
十
者
〈
ノ

と
い
っ
た
在
位
で
は
、
協
一
一
が
有
L
く
で
小
行
訓
」
と
は
到
成
い
え
日
い
）
、

レ
ト
ワ
ソ
ケ
こ

L
て
は
ル

i
ル
違
反

と
指
ι

制
さ
れ
て
も
仕
1

刀
が
な
h
v
c

に
ど
、

ー初回送

mu一
一
、
ャ
自
に
汀
誠
心
し
な
い
場
合
rL
一
泊
し
て
も
、

常
に
併
一
百
一
濯
の
1
畑出

日
U
H
と
は
主
に

と
な
る
わ
け
で
は
な
い

な
ど
と
は
、
裁
判
r
H
A
J
O
絶
叫
吋
に
レ
わ
な
い
じ
ど
か
ら
こ
子
、

就
業
規
別
に
ど
の
よ
う
な
鮮
一
医
事
山
を
｛
九
日
じ
る

む
か
が
重
投
注
意

j

一
ど
持
ぺ
む
で
お
る

解疋＇：止くるf論と与高校

七
と
え
ば
、
大
疲
労
働
川
河
川
d

作
凶
（
た
琉
主
税
引
仰
に
は
、
次
の
よ
う
な
貯
黒
人
市
以
が
斤
ま
れ
て
い
る
〔

解
豆

第
四
十
条

一
位
全
日
（
が
次
の
い
ず
れ
か
ド
コ
バ
中
ー
す
る
と
き
は
、
解
雇
ず
る
こ
と
が
あ
ャ
匂
。

勤
務
成
績
f
人
は
受
話
能
単
げ
か
仇
省
、
〕
〈
不
良
で
、
向
！
の
見
込
入
が
な
く
、
他
の
職
訪
に
も
転
松
山
で
き
な
い
守
、
へ
は
実
に
溜
さ
怠

ぃ、
y」

17

勤
務
状
況
と
品
F
fく、

f

七
九
で
、
改
革
の
一
見
込
み
が
な
く
、
ノ
他
業
口
ー
、
し
て
の
職
員
を
m
ポヒ
L
待
な
い

t
き

（臥ノ，it・'?i'ii '..3・1 93! -,3;- [:•00: •. •1.1 



業
務

H

の
負
傷
F
人
人
い
い
疾
病
に
k
る
↑
療
養
心
開
問
始
後
作
一
をJ
h
n
泊
し
て
も
レ
l
「
品
負
傷
λ
は
疾
病
が
治
内
ノ
し
な
い
場
合
で
？
の
っ
て
、

従
業
川
竹
中
傷
病
補
償
ぷ
主
乞
受
け
て
い
る
と
き
し
pλ
は
受
り
る
こ
と
と
と
う
た
と
き
〈
会
む
け
か
h
打
ち
切
け
補
償
ん
乙
支
払
つ
に
と
き
1

七

九日

U
U「

V

～

同

通
主
な
一
一
日
色
刷
ど
を
行
い
、
極
い
m
の
航
続
に
配
席
、
ν
で
も
な
お
、
採
umu
後
に
午
じ
た
治
神
又
は
ほ
体
の
荷
主
に
よ
り
業
務
に
耐

ぇ
、
り
れ
ん
d

い
と
缶
、

11 

試
川
い
周
期
間
中
止
は
試
用
期
間
判
渦

f
時
士
で
に
従
業
員
yu
し
に
T
h

適
拭

M

で
あ
る
乙
認
め
ら
れ
た
ζ

芦

P、

第
五
十
久
人
に
之
め
る
終
成
川
一
一
事
当
に
ぷ
引
ず
る
事
実
が
あ
る
と
き

宇
業
り
生
日
目
？
口
上
り
や
れ
U
を
ね
日
い
事
情
止
は
支
え
宇
佐
そ
の
他
こ
れ
に
準
J

い
る
や
む
を
待
な
い
平
恰
に
ふ
れ
、
ボ
ア
菜
の
継
続
け
い

滋
味
こ
川
正
ゥ
ゆ
人
と
き

／、

字
引
長
ム
ト
民
営
一
の
や
む
寸
宮
中
F
j

は
い
長
刊
行
λ
は
大
災
市
従
そ
の
住
戸
一
れ
に
準
ず
る
や
む
一
ゲ
↓
得
な
レ
平
治
に
よ
J
1

平
仲
オ
U
統帥小・

転
換
又
は
部
門
の
閉
鎖
等
乞
行

h

つ
必
要
い
川
中
じ
、
位

に
転
換
さ
♂
じ
る
日
で
し
が
直
作
な
と
き

" ／叫

そ
む
位
、
M
ケ什れ
d
v
b
J｝
ず
る
や
ひ
ど
得
以
い
事
法
、
山
ー
の
コ
た
と
き

つ

ょ
則
一
成
の
川
胤
｛
七
円
れ
よ
り
従
業
民
古
惇
一
一
す
る
場
今
は
、
ゃ
な
く
と
も
一
ー
「
円
川
に

F
Zを
す
る
か
又
は
千
阜

Fr代
え
と
平
均
賃
金
♂

一一
V
I
I
I

－
古
分
以
上
（
U
解
雇
子
古
ず
当
を
I
A
払
う
｝
た
だ
い
、
労
働
菜
市
E
R
H
A
f占
誌
の
認
定
中
」
受
け
て
第
五
i
j
j
i
条
九
定
め
る
終
戒
解
一
存一

を
す
る
%
台
又
は
次
の
九
ヨ
勺
心
い
ず
れ
か
に
1
印
可
す
る
従
業
問
を
解
桜
「
る
場
ム
円
付
、

」
心
開
問
れ
で
な
い

d

旧陸子

3 

解
雇
さ
れ
又
は
が
桂
を
下
訂
さ
れ
た
従
業
員
か
、
口
百
ぷ
の
あ
っ
た
功
ム
円
は
、
解
取
の
川
山
川
を
記
哉
、
以
介
一
出
明
止
下
lpγ

父
刊
す
る
－

懲
戒
の
事
由

t以ノdi、f) 'iei '3"1 i14) 138 :::00,.11 



第
五
十
一
条
f

桧

在｛

ぃ；5

‘》

従
業
は
が
次
の
い
ず
れ
ト
に
談
ψ
」
ず
る
T

／
～
き
は
、
災
戒
解
一
一
と
す
る
し

f
だ
し
、
平
素
心
服
務
刊
h
h
e
h
以
エ
の
他
析
状
に
よ
っ
て
は
、

お
一
旭
川
併
一
層
懲
戒
解
雇
以
外
一
り
解
雇
F

ピ
い

又
は
減
給
若
し
，
、
は
川
勃
停
止
と
「
る
」
と
が
あ
る
つ

三
川
ム
な
川
町
出
を
一
十
ザ
祢
、
ぷ
し
一
一
川
町
さ
れ
た
こ
き

4

－ha
m
一
日
な
く
帯
断
欠
勤
r

は
い
払
ょ
に
は
ひ
、

山
町
の
督
促
に
b
じ
な
か
っ
た

t
ぎ

止
hv↓
江
述
回
な
く
共
同
で
し
ば
し
ば
ド
一
刻
、
甲
辺
又
は
欠
投
J
V
～繰
h
起
し
、
つ
回
に
わ
～
一
三
1

ご
れ
主
人
V

－J，
又
け
て
点
点
的
九
ぱ
か
3

ι
～；｝
irc 

同

止
当
日
刊
川
由
な
P

＼

L
ば
L
ば
業
務
上
り
指
不
・
ム
山
人
AIれ
れ
わ
仕
か

J

た
こ
さ

lL 

日
以
怠
又
は
重
7

人
な
過
失
に
4

り
会
社
に
重
い
人
伝
説
書
を
与
え
た
と
き

」－

/' 

会
村
山
占
に
お
レ

t
刑
法
L

の
也
恥
罰
法
規
心
各
規
’
止
に
述
氏
。

J

る
行
為
を
行
い
、

L

の
犯
罪
事
実
か
平J4

ら
か
と
は
っ
た
と
一
芳

一
、
当
該
／
什
為
が
粁
州
制
な
泣
反
で
あ
る
喝
ム
F
2
b？、
r）

七

京
行
不
良
で
著
［
／
、
九
百
社
仰
い
の
秩
u
h
d

又
は
成
氾
を
九
し
た
と
き

解疋＇：止くるf論と与高校

ノ、

、昇

'o 、
勾ゴ3

数
阿
に
わ
た
り
懲
戒
を
受
け
た
に
も
か
か
わ
b
ず

勤
務
態
度
等
に
同
し

成
、
止
の
同
心
守
山
人
が
な
い
と
き

山
山
［
方
の
望
ま
LG
い
性
的
一
川
動
に
よ
り
、
円
治
以
職
持
淫
む
を
妨
げ
、
杭
立
ぷ
玖
一
誌
を
ム
与
し
、

ま
た
は
、
ふ
の
性
的
一
口
動
に
対
寸

IL 

る
相

f
方
の
い
円
山
ご
よ
っ
て

一
定
の
不
利
p
h

川
沿
；
ソ
弐
る
よ
？
な
行
為
ナ
付
つ
に
と
き

前
叫
ん
す
＼
執
務
以
外
の

E
的
5
去
に
の
施
設
、
物
品
M
4
b
r

使いい
f
J
た
と
ら
♂

職
務
上
の
地
伏
を
判
明
、
）
て
恥
利
を
附
ゎ
、
ま
式
問
、
以
山
先
斗
eJ

よ
り
不
当
な
ム
4
u
聞
を
受
け
、
若
7

しく
M
M
f
h
め
又
は
佐
川
泌
を

受
け
た
ζ
きし

（臥ノ，it・'?i5'i '..3・1 95! ・,39 [:•00: •. •1.1 



H
h
牛
小
川
の
4
1
一
泣
行
為
や
会
川
刊
に
対
す
る

F
当
な
四
時
庄
の
白
い

っ
て
、
ム
品
川
円
心
%
を
信
用
主
張
ば
い
、
業

務
に
重
大
な
恋
川
可
制
国
中
」
及
ぼ
す
行
為
を
し
L

と
き

い
ψ
」
な
担
庄
LG
く
九
百
在
の
業
務
ト
重
袋
、
な
秘
密
校
外
部
～

て
会
ι
ド
に
損
害
を
与
え
、

1

2
、

寸
d
i十
、

u
k

を
阻
牛
い
た
と
き

四

そ
の
他
叫
ん
行
す
に
刊
ず
る
を
み
の
不
池
切
な
行
む
が
あ
コ
た
と
き

三
心
モ
平
ル
は
、
半
長
一

J
H
刊
の
改
正
労
基
作
去
成
一
ヘ
午
一
月
一
戸
施
行

J

も
の
て
あ
る
が
、
司
法
八
丸
条
一
一
号

か
「

九平
雇
の
事
ヨ

や

け凶
時
芳ミ
規
則
じっ

絶

的
Jピ、
長
ロ己
主主
宰
」Cl
t. 

叩j
記

チァ

r r  

刀3

い込
v
仰
の
抗
議
規
則
例
と
比
較
ヲ

て
、
普
通
解
控
室
中
由
・
払
町
内
戒
解
扉
宇
而
と
も
げ

ト
八
川
に
r

り
ド
リ
ー
一

i
ム
が

y
ツ
（
一
ノ
し
て
い
る
々
に
わ
叫
献
が
あ
る
。
ν一、

ま
り

の
こ
ぶ
ノ
ル
で
は
、
次
に
ふ
る
払
う
に
併
一
喜
一
事
由
は
羽
行
壬
一
フ
ル
の
ι十
分
担
仁
川
に
、
と
こ
ま
っ
て
い
こ
の

r
j

ど
め
る
。

門
川
就
業
周
到
例
｝

中l
成
五
年
一
月
改
訂
収

.¥ 

t
H
山
諸
問
山
一
一
心
出

：工）

勤
務
成
絵
r
え
は
業
高
川
熊
ι
l
H
F
I
4
c
し
く
不
良
、

wrc位
F
J

ん
岩
永
い
い
と
し
て
不
？
ル
〈
叫
ん
ホ
行
為
が
あ
っ
た
と
女

格
拘
ま
た
は
身
わ
い
の
澄
宝
い
に
よ

η
、
業
務
に
～
山
ズ
ら
れ
ほ
い
と
認
め
ら
れ
た
と
き

事
実
ー
の
縮
小
ワ
二
り
他
事
菜
、
り
百
件
一
Ui上
や
ひ
や
一
得
な
い
事
情
に
よ
り
、
従
業
員
の
減
肖
イ
L
P
必
投
と
な
勺
た
と
き

＼

j
 

一4k
 

そ
の
他
川
々
什
！
寸
三
河
ー
す
る
や
h
u
を
り
な
い
事
桁
が
あ
っ
た
と
き

B 

議
戒
解
一
一
当
日

(I) 

rL
当
な
則
一
白
1

げ
す
＼
与
問
欠
抗
／
〕
ヨ
以
l
に
及
び
、

山
散
の
脅
促

L
Uじ
な
い
と
き

l句、
口

早
川
市
又
は
欠
勤
を
繰
り
返
し
、
一
ノ
ノ
刊
に
わ
と
っ
て
い
引
立
を
受
け
て
ー
も
改
の
な
い

rき

－
d

リ

ー
ど

H

t以ノdi、f) "iS r 3 -'1 iiS) IW CrrOOr. 11 



会
佐
山
？
？
グ
げ
る
窃
焼
、

市鴨川ハ
L
u
等
品
市
川
町
犯
に
該
当
す
る
行
為
が
あ
コ
た
と
き
、

又
は
い
」
れ
ら
の
打
為
、
川
会
社
引
で
行

検肘山、

わ
れ
た
場
九
円
ご
あ
3

て
も
、
守
山
れ
が
告
し
く
会
社
心
名
誉
も
L
〈
は
信
用
十
傷
つ
け
ノ
ー
と
さ

＼

J
 

一川リ

此
昔
一
品
又
は
金
大
な
過
失
に
よ
り
ム
4
u
T
N
J
巨
大
日
損
害
を
与
え
と
T
／～き

(5) 

3

高
行
不
誌
で
者
、
〆
ノ
＼
会
計
内
の
校
一
ザ
え
は
風
紀
吹
乱
し
た
と
き

!,6) 

豆
大
な
だ
肢
詐
称
吉
、
工
、
と
き

（
問
パ
］
事
政
及
び
七
ク
、
ン
L
γ

ノ
ル
ハ
一
寸
ノ
ス
メ
／
卜
の
林
市
に
つ
い
て
｛
む
め
に
｜
｜
筆
名
注
）
第
一
条
及
び
第
十
二
奈
に
進

反
す
る
一
ム
同
大
な
れ
為
が
あ
っ
た
ζ

き

そ
の
池
ヤ
一
の
規
則
に
況
反
し
、

ソ
ん
は
川
叫
す
に
州

FJ
る
豆
大
人
司
行
為
か
あ
っ
た
J
き

人
事
労
務
け
羽J
場
比
一
し
党
か
ら
、
う
へ

uf一
一
中
ル
に
？
弘
一
向
一
務
戎
績
又
は
業
務
詑
半
か
有
L
ノ
＼
京
良
」
広
場
、
n
で
な
け
川
れ
ば
普
通
鮮

一一、
νで
き
な
い
寺
、
制
肝
巴
を
必
宮
川
以

H

に
制
約
し
か
ー
ね
な
い
条
一
摂
は
み
点
っ
た
し
川
明
行
壬
テ
ル
に
そ
の

川
時
制
川
房

の
見
r
込
み
が
ほ
ノ
＼
総
心
職
筏
に
も
い
肘
己
決
ず
に
ふ
ぎ
な
い

懲
戒
jQ平
刈？
'" bホ
y 
」
) 
'o 

】 1、
ノ
＼ 

苫
iill 
鮮

軍
t土
lま
ぜ，，

不

II主

Ul<J<、ii"'?iお＇..31 9i! ＇↑ I [:'OGc:. 1.1 

の
前
犯
と
L
C
、
労
働
基
汗
斡
背
ω育
長
の
認
定
4
2
山
一
求
人
ヲ
る
規
定
3
3
ヲ
一
」
の
知
町
、
で
は
丸
山
る
c

ー
か
I
、
現
行
ふ
一
ア
ル
で
は
さ
ら
に
一

七、

改
善
心
見
応
み
jhddz
〈
、
従
来
長
と

L
て
れ
い
り
職
責
右
京
た
し
行
な
い
一

解疋1：止くるf論と与高校

と
い
勺
一
た
沿
ヱ
且
レ
〈
も
い
え
る
制
約
が
こ
れ
に
加
わ
る
こ
1
」
に
な
る
こ
れ
で
は

ぎ
っ
し
こ
山
市
水
z
ど
広
場
、
か
い
だ
い
に
と
し

f
T心
不
思
議
Jt
、
は
な
い
υ

ー
も
あ
れ
、
、
｝
の
モ
デ
ヰ
に
従
え
ば
、
税
在
以
上
山
修
一
疋
ー
が
点
し
く
な
る
こ
1
／
だ
り
は
確
実
と
い
え
る
っ
改

J

叫
ん
基
片
山
は
昭
一
層
市
中
位

の
へ
は
尖
反
則
へ
の
記
裁
を
義
務
つ
け
る
も
の
で
は
あ
っ
た
が
、
そ
の
一
戸
的
ば
併
用
事
汁
の
明
確
化
に
あ
り
、
相
か
桂
を
よ
り
凶
龍
山
山
ず
る

一
一
乙
に
は
な
か
コ
た
じ
川
パ
A
F阿
川
勾
の
男
ふ
J
U
と
い
わ
れ
て
点
、
や
む
を
得
ま
し
ι

な
お
、
こ
の
こ
と
に
関
連
ー
て
、
平
成

じ
年
九
け
に
と
り
士
；
、
め

今
後
心
労
備
契
約
J
H
制
の
い
什
ハ
リ
十

dr悶
？
司
令
研
究



／、

古

一
院
長
い
い
昔
府
和
夫
明
治
大
学
法
科
大
学
院
救
き

と
い
う
」
は
、
げ
去
の
よ
う
に
い
弓

の
門
ぷ
終
報
日
日

（
以
卜
一
川
究
会
報
告

ー
就
業
規
則
に
労
働
F
i
p
f
拘
束
す
る
効
力
労
働
条
件
は
就
業
湯
川
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
戸
よ
る
と
い
う
労
使
当
事
再
開
の
左
京
心
推

｛
疋
）
を
が
め
る
に
め
に
必
波
な
要
判
と
し
て
は
、
『
収
業
域
別
ぷ
法
的
対
載
と
し
て
の
が
い
支
希
有
す
る
も
の
と
し
て
、
拍
収
力
士
宇
ず

る
に
め
に
は
、
り
て
の
内
討
を
池
山
川
町
受
け
る
計
士
子
、
場
の
労
働
戸
に
司
知
さ
砕
る
れ
J

殺
が
採
ー
つ
れ
亡
い
る
こ
と
を
長
」
γ
る
も
の
と
い
う
べ

き
で
あ
る
n

と
の
判
刈
法
問

一、7
ジ
奨
庄
内
』
一
件
最
高
裁
第

尚
一
年
（
）
月
ハ
リ
エ
J
b
v
＼
法
律
で
明
ら
か
L

小
ぺ
法
足
利
弘
門
会
成

ず
る
こ
こ
が
迫
当
」
ミ
あ
h
、
「
で
の
合
連
性
が
恨
似
さ
れ
、

一
土
政
J
l
H

汀
＼

労
役
者
の
穀
業
規
則
へ
の
ト
祈
願
也
生
日
ま
る
、
」
乙
か
ら
、

の
い
ぺ
山
川
を
就
業
制
則
の
打
束
力
が
栄
牛
す
る
た
め
に
必
変
な
要
件
い
と
す
る
こ
と
が
泊
、
ヨ
で
あ
る
。

ト
に
の
フ
、
J

飢
ハ
一
昨
字
社
h

〆
判
川
同
八
向
。
号
向
山
口
）

は
、
一
使
用
者
刀
労
働
話
会
一
懲
戒
一
G
J

る
ピ
は
、
4

め
ら
百

t
め
一
就
業
規
則
に
お

い
て
慾
」
伐
の
担
別
及
び
宇
山
や
定
め
℃
お
く
こ
と
を
民
「
る
l

と
の
考
え
万
刀
、
に
、
原
存
が
就
業
同
別
に
つ
い
て
吋
釘
義
務
小
山
科
ハ
ら

れ
て
し
に
か
y
」1

い

ミ
J

、
就
業
規
引
に
法
的
規
約
ど
［
て
の
効
力
を
L

円
’
必
し
、
山
一
区
戎
併
M
i
h
f」
右
効
と
判
献
し
た
こ
l
L

に
は
事
坦
不
ヘ
、
に
よ
る
法
令
適
用
の
お
り
が
あ
る

2
し
亡
、
原
判
決
を
破
来
し
、
こ
れ
ケ
↓
原
容
に
芸
l
民
し
た
心
件
で
d

め
る
が
、
木
作

懲
戒
解
雇
が
就
業
現
政
に
定
め
る
懲
戒
裕
一
種
市
下
院
L

議
当
す
る
も
の
で
あ
っ
た
い
」
と
に
つ
い
て
は
、

マ年

書
1
ぐ
も
に
h

れ
合
何
ら

同
志
と
し
て
い
h
h
い

就
業
域
別
は
ι伊
奈
川
伊
ず
で
作
一
比
さ
れ
る
こ
J

が
多
く
、
事
業
場
ピ
訴
と

ι
ぷ
芦
し
れ
一
ょ
う
忠
弘
ム
口
（
ア
ジ
蹴
八
九
産
事
件
b
と
の
よ
、
つ
ヘ
ホ

場
へ
U

に
該
当
す
る
）

に
は
、
剥
設
事
業
山
川
，
に
お
け
る
就
業
規
則
の
周
知
や
届
出
げ
ら
ぶ
つ
か
り
止
へ
念
「
る
よ
ぷ
な
こ
と
も
珍
し
く
は
ん
弘
い
ハ

ー
た
、
就
業
反
則
の
改
革
が
釘
抗
野
に
行
わ
れ
れ
ば
行
わ
れ
る
ほ
L

＼
そ
の
都
度
の
川
知
や
村
山
山
主
一
心
れ
る
可
伝
性
J

仙
台
の
ず
と
同
〈
怠

る
に
他
方
、
ど
の
、
会
ノ
メ
勺
九
り
に
及
、
～
ぱ
懲
戒
解
日
と
な
る
か
は
、
通
常
十
分
に
予
測
が
可
能
で
あ
り
、
山
内
加
を
欠
い
て
い
た
か
、
コ
〉

い
う
て
、

T
h
土
石
い
わ
ち
を
人
民
ら
、
〉
よ
う
な
こ
と
は
滅
多
に
な
い
。
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出
t
h一L
て
も
た
お
、
研
究
会
報
U
1
1
r
L

い
う
よ
う
に
周
知
や
照
出
を
就
業
規
慌
の
刈
H
k
t
井
裟
咋
と

L
て
一
律
に
付

同
づ
け
ほ
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

mw
っ
来
る
べ
き
%
働
ぃ
史
的
広
の
制
主

九
平
の
通
帰
国
会
に
伝
案
提
山
川
予
定
、

、ド
成

当
に
二
工
ば

明
υ
草
な
検
－
山
が
必
山
宮
1
／
い
J

～
ょ
う
〈

四

区一刀

4
5号
、

D
U百
八
川
ゾ
サ
主
主

｛ノ
7
4
3
4
d
L
4
i
j〈
i
d
f
J
l

前
述
し
7
0
う
に
、

大
阪
労
働
川
の
モ
デ
ル
此
業
規
則
で
は
、

「ι銃
務
成
績
又
は
業
務
法
泌
が
詰

L
く
f
h

良
で
、
川
卜
の
↓
心
込
み
が

な
く
、
他
の
職
務
仁
4
一
牝
換
で
き
h
x
い
守
、
就
w

去
に
泊
さ
な
い
と
き
」
や
事
業
の
連
社
上
の
や
れ

J

を
旧
作
な
い
主
桁
又
は
天
災
事
変
そ

心
血
こ
れ
｛
～
準
ず
る
や
む
を
ね
は
い
事
ね
に
よ
り
、
事
業
－
U
制
小
・
阪
換
又
は
部
門
の
唄
鋭
等
z
V
｝
行
う
必
裂
が
生

t
山巴一ゾ訂叫友ワこ

し
山
ー
ヰ
マ
京
一
J
I
I
合
引

相川

3
せ
る
こ
ζ

が
清
雑
仕
こ
ぎ
」
が
斗
古
川
足
解
一
一
宇
由
と

L
T
定
め
ら
れ
て
、
る
n

主
た
、
一
泊
r
t
な
一
喜
一
則
管
珂
」
／
｝
行
い
、
極
用
山
一
帯
紋

に
配
差
し
亡
も
な
い
品
、
採
山
北
11
に
パ
ー
じ
た
精
神
λ
は
身
体
の
障
害
に
よ
わ
た
務
に
恥
え
ら
れ
は
い
唱
と
き
一
と
い
う
の
も

向
い
払

ι
M
m一一

に
先
一
リ
つ
ご
位

へ
の
転
換
ケ
一
試
円
る
こ
と
を
、
山
い
九
と

L
ザ
レ
ξ
も
乃
一
と
考
え
ら
れ
る
c

ゐ

〆

L
D［
 

一i
t

こ
う
し
た
枕
業
規
川
則
条
碩
ピ
欠
〈
場
合
に
お
い
て
も

尚
一
嵯
に
勺
た
っ
こ
需
に
犯
の
職
務
へ
心
牝
挑
む
道
を
採
ら
な
け
れ

解疋＇：止くるf論と与高校

ば
な
ら
1d
い
と
す
る
こ
と
に
は
世
な
か
ら
ず
続
開
が
み
る
〔
ユ
午
、
で
以
下
で
は
、

リ
み
れ
ぞ
ふ
山

と
に
、
メ
の
必
要
件
（
u
h加
Lf

同
町
い
伐
に
つ
い

C
検
出
ど
れ
う
ご
と
と
し
た
い
む

勤
務
成
績
や
業
務
能
率
が
良
く
な
い
従
業
員
の
解
定

成
績
ゃ
い
従
拐
の
共
く
ま
い
～
札
茶
貝
は
い
y
こ
の
会
社
に
J
M

い
る

r

しし
m’
し
、
勤
務
此
ぷ
ヂ
～
良
や
「
就
…
一
業
仁
、
川
地
さ
な
い
」
こ
と
を
開
力
に

簿
一
尻
で
き
る
か

r
い
う
と
、
そ
う
笥
け
刊
で
は
な
i

つ
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心
山
筏
民
む
ぬ
今
、
凶
｛
本
心
山
湾
問
一
y

出
～
以
下
一
川
公
法
と
い

七
八
条
は

u
h
d

で
一
勤
務
実
綜
が

I
ノ
＼
な
い
場
合
一
を

で
よ
れ
一
般
的
九
「
り
て
の
－
他
z
y
H臓
に
必
安

Lru格
性
J

ケ
欠
く
場
合
？
と
分
以
降
任
ま
ヒ
は
分
間
以
／
ω心
臓
の
市
中
院
と
し
て
定
め
て
お
り
、

ハ
υyv ω

 

P
3
 

そ
の
戟
】
川
同
日
小
山
刊
に
就
い
て
い
る
特
定
の
戦
に
つ
い
て
の
耐
熱
｛
件
で
あ
る
の
に
対
L
、
保
有
の
場
合
は
、
現
に
し
ゅ
刊
い
て
い
る
較
に
限
ら
ず
、
日付従

J
Zい
い
う
そ
心
臓
に
必
中
凡
な
述
裕
社
い
を
欠
く
場
台
と
は
、
中
」
該
職
口
の
筒
単
に
ほ
則
一
い
す
心
こ
と
の
て
き
た
い
持
絞
牲
を
令
寸

る
素
質
、
前
々
、
性
終
等
に
系
図
、
）
て
り
て
の
服
務
の
円
滑
な
遂
行
に
ど
問
、
ア
わ
り
、
ま
1
7
一
日
支
障
を
仕
ず
る
品
…
度
の
蓋
然
性
が
認
め
ら

れ
る
は
崎
合
な
し
F

っ
し
f

柄
小
釈
さ
れ
て
し
る
一
長
一
同
小
学
校
長
弔
件
H
以
小
山
内
問
和
同
八
・
九
－

A
N民
主

J

’N
＼
1

1

L

 

t
t
j
f
fノ

ま
亡
、

1

ひ
こ
し
く
泊
培
性

の
日
阿
で
斗
ぬ
っ
て
モ
灯
限
処
分
が
降
任
と
あ
る
場
A

F
免
職
で
あ
る
場
台
／
二
」
は
、
前
者
が

転
識
の
一
り
p
心
比
日
池
の
仇
引
を
も
今
日
げ
の
て
い
一
れ
ら
一
ヲ
ベ
マ
、
心
機
に
つ
い
て
の
適
品
川
性
セ
あ
る
白
に
お
い
て
適
治
性
の
内
存
要
素
に
伝
通
が
占
的

る
t

－
、
日
上
）
と
J
b
u
m
排
さ
れ
γ

い
る

U

こ
れ
を
民
情
企
業
に
出
梓
川
市
」
て
は
や
れ
ば
、
一
瓜
に
就
い
て
い
る
職
務
に
恨
ん
ず
、
似
換
の
可
能
な
也
の
職
務
を
も
ん
丙
必
て
、

γれ
ら

ル
3

＼一

T

J

F

 

に
つ
い
て
従
業
員
と
し
て
の
也
裕
也
J
J
し
と
判
断
さ
れ
な
い
と
解
庶
が
で
き
な
い
こ
1

ど
に
な
る
が
、
そ
う
ま
で

I
て

民
穏
や
能
f
u
l
H
h
b
L
い
淀
業
HRJr紋
J
4
1る
必
裂
が
あ
る
と
は
店
え
7
d
い

民
間
企
業
こ
は
、
成
品
担
査
i

’疋
C
E
へ
良
好
で
な
い
↑
乞
↓
f
h

間
取
り
続
け
る
と
惇

E
C
肘
象
に
伝
る
の
が

般
的
と
い

ド
ド
川
十
一
（
リ
百
八
り
従
来
闘
を
限
一
言
尽
し
て
い
る
会
本
も
欧
米
Jt
、
は
珍
J
一
〈
！
よ
い
T
／
～
悶
，
、
か
ら
、

グ
円

i
パ
ル
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
、
川
’
ら
み
れ
川
目
、

一
」
れ
で
も
ま
だ
け
口
い
占
（
山
部
類
に
入
マ
ベ

川心たノ同円、

M
M
務
成
績
の
良
、
ν
悪
L
は
個
人
の
努
力
の
問
阻
む
あ
ノ
て
、
就
弐
規
則
に
で
J
M

書
か
な
L
限
れ
＼
成
績
不
良
の
従
業
口
を

解
取
す
る
は
吻
合
い
は
、
他
の
職
務
へ
の

昨
日
阪
か
と
弓
か
な
ど
考
脳
ト
う
る
義
務
目
使
一
民
主
に
は
な
い

J

以
ト
で
俄
討
す
る

十一川気

の
十
」

ど
は
凡
主
口
市
川

J

訴
川
担
L

環
と
し
て
わ
う
鮮
一
一
♂
登
埼
得
一
一
一
こ
明
一
に
一
線
を
引
く

刀

、

百

f
t
又
百
十

1

1
1
1
J
L
P
”円
Jρ

口
~ , 

’同
ノむ



ス
め
に
も
、
こ
う
す
？
入
る
れ
い
り
が
妥
当
で
為
ろ
う

J

な
お
、
公
務
闘
の
記
で
は
あ
る
が
、

い
わ
ゆ
る
指
一
一
f
h
A
P小
ん
数
一
は
に
つ
い
て
は
、

でば一

一
日
比
干
の
通
常
同
会
で

「
他
方
数
人
守
行
政
の

組
織
及
び
誕
d

に
九
闘
す
る
は
L

伴
げ
か
改
正
さ
れ
L

ん
ど
」
に
よ
り
、
以
卜
に
み
る
同
ヒ
条
心
一
が
追
加
さ
れ
、
そ
の
－
免
職
後
、
こ
れ
を
都

辺
昨
日
の
。
ロ
可
抗
収
一
民
と
し
て
応
用
品
2
G道
が
闘
か
れ
て
い
る
一

〈
県
費
負
担
教
職
員
の
免
職
友
び
都
道
府
県
の
職
へ
の
採
期
）

第
四
十
七
条
の
一
一

都
ム
店
店
い
制
限
（
教
育
L

委
員
会
は
、
－
よ
？
の
粁
命
に
係
る
市

H4H汁
の
川
県
喪
失
日
教
戦
員
一
、
教
諭
、
長
述
内
教
諭
、
助

孜
諭
な
む
妥
議
助
教
諭
（
的
）
北
び
に
講
師
（
略
）
に
次
の
各
子J
の
い
ず
れ
に
も
該
当
了
J
7
Q

ー
も
の
～
硝

J

を
免
戦

L
、
引
き
続
い
て

当
該
部

E
U川
県
一
り
常
時
」
切
務
や
泌
す
る
戦
（
指
導
王
手
必
び
に
校
長
、
司
州
民
及
び
救
門
司
パ
の
械
を
除
く
n
）
に
一
体
用
十
る
こ
乙
が
で
き

る。

氾
zm又
は
中
総
に
対
す
る
桁
遣
が
小
没
切
で
お
る
こ
と
一

出削除川
f
J
＼
九
六
な
指
向
が
誇
じ
ら
れ
た
と
し
と
も
な
お
児
中
え
は
年
徒
に
汁
す
る
杓
β
7
を
遭
切
に
行
う
、
一
と
が
で
き
一
な
い
司

ら
れ
る
日
」
J
C

解疋＇：止くるf論と与高校

店主

つ

都
近
府
但
小

｛
教
育
］

エ
ヂ
ヘ
同
少
な
同
、
斗
部

訟
の
規
定
に
よ
る
将

M

U」
た
つ
え
は
、
公
読
の
い
U
1
r
I
的
た
運
宮
弓
宇
佐
紙
ナ
る
見
批
か
ら

3 
向
原
心
尽
費
負
担
救
版
同
一
心
迫
性

に
つ
い
て

i
分
に
〆
J
I担
ず
る
も
の
と
す
る

c! 

出事
分
限
免
職
に
処
せ
つ
れ
に
指
導
力
不
忌
教
対
は
、
与
の
人
数
が
長
も
多
か
っ

ハ
午
反
い
お
い
て
も

一
人
に
と
ど
ま
っ
て

る

二
五
年
浅
h
名
、

一
凶
刊
茂
一
一
泊
｝
が
、
円
つ
が
戟
ω
十
刊
の
ヘ
ピ
計
一
切
比
h
w仰
の
退
職
荷
主
九
日
れ
〕
）
は
九
日
人
に
上
っ
て
い
る
υ

Ul<J<、ii'''?iお＇..31 FJI i J。：初出.nJ



らえ
J

ベパけ三九ド勿こ

二

］

：

h

の
妥
協
策
で
J

子
J

七
と
は
い
え
、
指
fu
力
不
足
笠
原
町
に
分
限
氾
職
処
分
吉
受
付
た
教
ロ
ピ

一
円
び
款
只
以
引
の
時
ハ
貝
と
し
て
採
用
し
、
G
け
れ
ば
な
ら
な
い
叩
凶
は
お
工
そ
見
出
し
み
く
、
一
」
れ
に
該
中
ー
す
る
訟
と
も
少
数
で
は
め
れ
、

攻
に
み
ら
れ
る
乙
と

ハ
』
茂
一
ゲ
／
一

一
五
年
民
一

は
仲
間
い
バ
ヘ
ト
汎
同
と
い
え
よ
弓

病
気
の
た
め
業
務
を
遂
符

F
き
な
い
従
業
員
の
解
定

民
約
三
人
あ
れ
、
病
気
の
た
め
に
休
戦
し
に
い
る
従
朱
見
在
職
場
複
ゆ
が
で
き
な
い
こ
1

｝
を
年
訂
に
燐
一
層
一
j

る

〈
退
職
扱
い

ヤ
一
と
は
い
か
に
本
忍
び
な
い
。
明
日
は
我
が
身
と
の
日
中
い

人
事
認
の
脚
本
白
川
州
、
）
引
け
に
く
る
。

人
生
↑
公
法
三
へ
来
二
ワ
は
、

一
七
九
誌
の
的
降
の
f
に
の
、
以
務
の
忍
行
に
五
位
昨
？
ゃ
あ
り
、
又
は
こ
れ
ピ
謀
、
え
な
い
場
ム
戸
中
一
万
限
処
分
？
ご

L
て
の
寸
前
例
汗
ま
に
は
免
哉
の
宇
山
と

L
T
｛
止
め
ご
い
る
が
、
心
身
故
障
－
4
り
に
や
／
二
一
号
（
り
迫
搭
件
J

／
一
欠
ノ
＼
場
合
に
吋
た
る
こ
と
も
あ
れ

と
し
た
」
一
で
、
ー
現
に
就
レ
ど
い

に
限
ら
ず
、
配
転
リ
能
な
怯
の
脱
出
加
を
ふ
r川め
L
考
温
1
て
も
、
な
お
、
叶
」
該
職
員
の

疾
！
？
又
は
γ当
ト
の
に
め

分
沼
恒
免
職
心
場
ん
に
お
日
る
浸
伸
明
性
欠

職
務
の
逆
行
に
ム
ノ
淳
子
叩
丸
ゎ
、
又
は
f
ー
れ
に
湛
凡
な
し
こ
し
こ
を

知
れ
い
り
市
広
川
十
む

ワ
し
て
苧
げ
た
い
拭
判
例

二
日
れ
タ

つ
N4uhd
匹
人
川
、
）
か

日
展
郵
便
〔
州
最
下
件
h
人
坂
氏
判
平
成

J
め
ず
匂
〔車

ド
ム
八
円
通
鉾
し
て
ぷ
r
弱
一
り
問
、

F

円
沖
L

神
経
仏
大
調
作
H

の
た
め
病
気
休
職
に
処
せ
ら
れ
る
？
哨
気
休
暇
を
付

izc

寸
〆
与
ヘ
ノ

ι出
、
J

－
1
1
j
d
f川

れ
て
い
介
日
段
戦
一
闘
が
有
適
格

M
U」
欠
く
と
し
て
分
間
以
免
職
処
分
？
受
け
ん
一
と
い
つ
も
の
で
み
汁
た
が
、

判
決
で
は
、

当
該
職
一
一
が

川
市
）
附
和
利
一
ハ
午

五
件
処
分
一

民
附
町
三
流

ρ
七
刀
直
約

μ
ヘJ
一一J
リ

！
i
〈
；
！
1
i
t
i
L
j
i
J

（

f

月し市
J
D
立
点
同
守
七
月
λ
げ

ー
で
の
約
同
二

C
（
ハ
日
の
う
ち
、

に
ふ
り
ぎ
ず
、
昭
和
ハ
一
年
八
月
一
七
弓
べ
か
ら
ヰ
成
同
年
七
月
六
リ
ま
で
の
五
年
弱
は
、

コ
T
i
n
t－
小
リ
欠
げ
ご
主
1

こ
ど
一
？
と
ら
つ
？
こ

す斗ゴ角川」ノとー一
N
Z
Z
4
t
E
L
7
7
b
o戸

hvd

一
式
こ

と
、
必
本
件
処
分
r
時
ー
も
附
同
町
眠
障
バ
円
；
h
l
v
U

正
／
＼
そ
の
た
め
戦
場
に
伝
情
f
r引
に
は

か
月
H
F
幻
浅
間
開
刑
判
Jfdき
つ
け
、
そ
の
の
円
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午
後
か
ら
吐
い
ぜ
い
一
時
間
校
皮
C
勤
務
ど
子
、

三
向
付
税
げ
る
必
安
が
λ
め
り
、
勤
務
の
f
ぃ
割
軽
減
杭
置
の
特
例
吉
交
付
て
も
、
川
川

職
「
る
こ
と
は
て
き
た
い

（
高
裁
の
私
論
は
b
ち
ろ
ん
処
分
を
述

っ
さ
」

2
が
、
ふ
れ
J
t

れ
事
実
と
し
て
認
め
、
口
れ
て
い
る

は
と
す
る
も
ハ
り
で
あ
っ
亡
が
、
地
紘
一
り
判
断
は
こ
」
で
も
淫
コ
て
い
た
）

民
刷
令
烹
の
場
合
、
こ
と
ま
で
の
渋
沢
は
一
副
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
解
一
一
事
件
と
は
具
合
る
止
の
の
、
「
労
山
偶
者
が
聡
柿
ー
や
（
主
務

内
容
を
特
定
止
ず
に
労
山
知
」
叫
ん
約
を
綜
品
、
〕

ヘ
L
ご
吋
〕

F

〉

〆

rヲ
U
斗
J

ぷ－

－
お
い
て
ば

羽
怖
に
就
業
1
4
〈
市
じ
ら
れ
た
持

ι
の
宗
務
に
つ
い
℃

ー

l半
者
、

U
7万
務
の
提
供
が
ん
ー
に
は
で
き
な
い
こ
ー
そ
も
、
そ
の
詑
心
、
何
験
、
地
位
、
斗
議
企
業
心
規
校
、
栄
司
、
当
該
企
業

に
お
け
る
分
働
者
心
配
萱
・
異
動
の
支
悩
り
か
び
耕
一
易
等
に
沼
〆

J

し
て
当
一
政
労
働
者
が
配
信
さ
れ
る
現
実
的
刊
誌
性
が
あ
る
と
訟
の
、
i

つ
れ

る
血
一
け
業
務
に
つ
い
て
労
務
心
u
九
供
を
す
る
こ
乙
が
で
き
、
か
っ
、
そ
の
uqr附
い
を
申
し
出
て
い
る
な
ら
ば
、
日
お
情
款
の
本
【
日
｛
～
一
位
〉

7' 

~ 苦
q, 
') 

± と： 
一1fji; 
〆〔イ「Jυ  

D ~ 〉ア
もと
有 WI
干：す
r る

る＂＂っしが
担
当、
,. 
dり
広

乙
し
に
h

伊
丹
裁

4
3氏
、日山川口虹市
rJれ
川
け
最
小
可

γ山川

C
唱
団
・
九
刈
時

ハ一

h
u
号

日むつro o
 

na 
一川山

円
談
話
日
d
！
な
職
務
へ
叫
比
五
紅
仇
す
る
こ
と
が
剥
〕
手
人
的
に
川
ぷ
航
で
も
っ
と
わ
当
初
は
軒
易
な
職
務
に
杭
か
砕
れ
ば
、

J
、

あ
f
J

J
V

へ店

弘
前
附
似
p
い
よ

の
川
市
の
丘
、
休
跡
、
期
間
前

f
後
刀
鉾
匪

（
二
日
践
を
自
己
責
ワ
の
内
出
と

l
亡
割
い
y

切
っ
て
考
え
る
こ
と
に

b 

灯
、
お
る
は
転
倒
～
独

υ一
行
政
β
人
N
事
件
い
京
口
川
地
壮
一
平
成
一
六
一

パ
ハ
労
引
い
八
ヒ
ー
ハ
H
h
d

－
ぃ
六
頁
）
も
述
べ

解疋＇：止くるf論と与高校

る
よ
う
に
、

休
戦
九
州
人
J

を
受
付
P
J
者
の
夜
叫
帆
が
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
、

休
戦
の
郎
同
ー
し
ホ
っ
た
傷
病
が
出
癒
し
た
こ
と
が
必
裟
て

あ
り
、
治
癒
が
あ
勺
た
と
い
、
穴
る
た
め
に
は
、

山印刷川一！と、いて、

従
訴
の
職
務
J
V品
常
り
同
t
M止
に
行
え
る
境
康
状
態
九
回
復
レ
子
」
と
F

ピ

市十

hrる
と
い
n

べ
き
て
め
る
が
、
そ
三
t
な
い
と
し
て
も
、
当
該
従
業
只
の
峨
特
H

限
定
げ
か
は
ど
＼
他
の
粁
易
な
職
務
で
あ
れ
ば
従
事

ぉ

2
0二
二
が
で
き

行
な
く
ハ
此
2

引
の
収
務
を
通
，
t
明
日
日
行
う
こ
と
が
て
き
る
と
マ
J

測
で
き
る
と
し
っ
z人
場
〈
日
に
は
、
復
殺
を
認
め
る
の
が
相
当

、乙い

か
伝
当
必
ぞ
っ
に
回
】
わ
れ
る
。



L
L
1
u
r
f
、、

こ
の
よ
う
は
判
断
説
明

V
は、

就
業
税
引
刊
に
奴
｛
疋
す
る
北
川
述
阿
川
一
宗
一
手
出
が
「
治

ι
G
J嵯
川
市
替
川
市
内
十
’
打
い
、

予言

ill 

慮、
1

て
も
必

h

刊
、
採
巾
後
に

q
じ
た
山
市
神
又
は
身
体
の
河
川
宇
に
よ
り
業
務
に
耐
え
ー
ロ
れ
は
い
y

と
き
と
な
っ
て
い
よ
う
と
、

土

抗J

や11
ま

に
け
じ
身
体
の
荷
主
二
よ
け
、
業
持
に
耐
え
ら
れ
訟
い
と
認
め
ら
れ
た
と
さ
」
と
た
う
こ
い
よ
う
と
、
丸
一
ヘ
ー
的
ど
は
変
わ
り
な
い
し
、

え
る
べ
長
二
、
，
t
？？ハ引いじい一、
1

ノv
ち
い
弓

J

こ
と
が
て
き
ょ
う

人
員
接
碍
の
一
療
と
し
て
行
う
解
雇
「
整
理
解
展
）

い
わ
ゆ
る
一
一
取
攻
堺
思
は
、
海
東
の
な
か
で
も
最
も
大
き
な
法
的
作
識
を
受
け
る
ハ
た
だ
、
京
い
い
川
町
V

維山行守口
γ
川
内
ろ
う
と
1

v

て
も
、
窮
地

に
陥
つ
に
会
社
は
ど
、
て
れ
が
蝶
L
い
と
い
う
問
題
J
b
一
ん
に
は
占
め
る
。

こ
心
よ
う
に
へ
員
整
注
の
椛
ζ

し
γ
解
一
房
が
行
や
れ
る
場
台
、
群
雄
を
目
併
す
る
た
め
の
努
々
を
公
判
引
が
尽
く

L
1
～
か
ど
う
か
刀

同
わ
れ
る
こ
と
が
各
L
が
、
仙
仙
の
職
務
へ
の
配
置
転
挽
も
当
然
そ
う
し
心
選
択
肢
の

〆

3

J

7
L
h
U
7し

夜
間
転
換
と
は
し
っ
て

つ
v乙

J
ぱ
ヲ
内
v－

も
も
ち
ろ
ん
川
い
条
件
げ
で
は
な
い

F

に
と
え
ば
、
判
定
の
事
業
部
門
む
町
一
以
に
山
川
に
つ
情
い
唯
一
ι
m
w
刀
が
争
わ
れ
た
、
整
理
解
雇
に
隠
す
る
リ
l
f
r
ン
グ
ケ

1
ス

東
ノ
し
絞
京
事
件
叶
長
I

口
川
！
品
判
阿
川
和
1

市
勺

r、
ノ

一
九
日
労
尺
東
一

0
4」
戸
口
勺
ヘ
ノ
口
一
円
一
ピ
川
川
に
と
る
J
、
た
ー
か
に
政
判
一
昨
ノ
は

有
事
業
部
門
に
勤
務
す
る
従
業
員
を
同
一
又
は
法
柄
だ
な
い
他
の
事
業
山
切
に
お
け
る
他
心
占
よ
支
部
門
の
同

L
U
M
類
似
職
主
に
光
当

す
る
余
地
H
V
h
h
い
湯
舟
、

あ
る
い
は
七
似

E
古
川
い
伎
と
行
っ
て
也
九
九
一
お
金
金
主
的
に
日
比
y
L

刺
同
一
心
以
北
斗
ー
が
焼
け
、
つ
れ
な
い
場
ひ
で
あ
っ
て
、

解
市
市
ぞ
か
特
定
主
主
ン
ω門
の
閉
鎖
、
宮
間
刀
い
使
山
者
の
ポ
山
で
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
も
の
で
な
い
h

と
」
を
、
解
沼
が
リ
刷
業
筑
則
に
定
め
る

ー
や
む
生
得
な
い
山
中
」
一
一
え
の
刊
仙
台
L

に
ぷ
る
も
の
こ
い
い
得
る
た
め
の
刷
工
作
の

っ
と
）
て
h
J
げ
る
も
の
で
は
あ
っ
た
が
、
そ
れ
以
卜
の

簿
一
尻
刊
避
の
努
い
り
は
快
尽
請
に
ぶ
均
一
に
い
な
い

'"・' 円υ
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盤
底
服
一
一
に
踏
み
切
る
前
一
入
試
み
る
べ
き
配
置
松
神
一
日
経
凶
を

λ
は
し
起
稿
乏
な
い
佑
心
事
業
場

ぬ
出
的
に
は
ー
同

に
限

η

職
校
内
容
と
い
う
向
、
て
も
、
一
、
れ
J
Y
ψ
」
談
事
業
場
に
た
け
る
「
同
一
又
は
類
似
職
位
に
以
｛
疋
す
る

へ
M
ヘ
ー
惇
的
山
内
ば

ア
で
ふ
ノ
レ
ン
部

円
の
郎
以
当
時
、

応
部
門
に
助

ww
い
て
い
こ
従
業
員
は
松
口
問
仁
タ
ご
、

e
p

の
職
話
料
は
係
は
一
呈
い
小
川
伐
術
職
で
お
る
円
以
外
は
、

訴
人
ら
主
人
コ
む
り
で
の
ん
が
の
従
業
自
国
六
名
は
「
べ
て
場
現
場
の
作
業
に
従
事
「
る
い
わ
ゆ
る
現
業
様
で
あ
っ
た
こ
と
げ
ア
明
、
コ
か
さ
あ

る
か
、
り
、
被
控
訴
人
口
羽
菜
栽
に
出
す
一
る
従
栄
一
民
主
他
部
門
に
配
中
斗
転
挟

rる
と
す
れ
ば
、
そ
の
対
象
、
と
ま
る
え
き
職
種
は
、

現
実
戦

及
び
こ
れ
こ
類
似
の
杭
祖
て
あ
る
特
務
総
に
限
づ
れ
る
の
が
相
日
、
こ
さ
れ
た
て
～
そ
A
1
J
r
慎
重
な
姿
勢
を
裁
判
所
は
ほ
用
し
て
い

た
の
で
あ
る
υ

川
「
し
ム
コ
J
ャ

i
t

「
J
I

就
業
規
則
の
し
内
科
ハ
か
ん
に
よ
コ
て
は

中
古
柑
末

川町一
A
J岬
？
な

dAU凡打り市川洋司令

γ

一一hqL
ゾ一山

7
j
L

〆
J
L
t

山
刀
艇
い
同
の
ゴ
デ
ル
の
よ
う
に

の
は
ざ
品
目
ト
の
や
む
を
布
な
、
宇
一
杓
又
は
天
災
市
下
変
そ
の
他
こ
れ
に
市
ず
る
や
む
を
お
な
い
宇
析
に
－
A

り
、
事
業
の
縮
小
・
転
換
又
は
部

円
の
閉
山
川
（
サ
を
行
う
必
民
か
化
じ
、
ハ
也
の
牒
務
に
似
挽
さ
せ
る
加
と
が
亙
難
缶
、
己
主
c
一
が
、
杭
H

通
併
足
平
巾
J
し
ご
就
業
規
則

ι町
認

さ
れ
て
い
た
場
合
、
配
置
転
拐
の
鈴
当
乞
十
川
市
際
4
A
L
川
十
け
と
同
様
に
浪
定
ず
る
こ
と
は
か
な
り
難
し
く
な
る
。
教
育
訓
練
次
第
で
は
、

一Q
J

犯
職
情
慌
ハ

C
U川
町
転
も
不
可
能
と
は
い
、
え
た
い
か
ら
て
ゐ
る

ν

解疋＇：止くるf論と与高校

七
だ
、
余
情
mv
あ
る
十
八
作
業
は
別
と

L
て
、
中
小
企
業
の
場
合
、
似
（
山
♂
職
務
＼
心
む
換
な
ど
、
は
と
か
ら
そ
の
可
能
性
が
山
町
民
と
な

ら
な
い
こ
と

7fι
る

J

先
に
一
思
ほ
し
L

九
州
死
去
羽

R
は
、
「
解
扉
権
蔽
川
の
判
断
の
子
測
可
能
市
仁
や
L

向
ト
犬
、
昨
て
紛
争
を
子
紡
早
期

解
決
す
る
た
め

仙
帝
国
解
雇
に
つ
い
て
、
労
働
基
準
ヤ
い
第

i
八
条
の

一
二
い
ふ
然
組
権
佐
川
市
の
令
鉦
…
を
川
新
「
ず
る
に
当
ー
に
つ
と
考
山
口
い

入
れ
る
べ
き
与
問
、
と
、
ぷ
ー
コ
人
円
、
削
減
の
必
判
長
性
、
解
一
用
問
進
地
化
豆
、
解
一
一
川
河
象
者
心
選
定
方
法
、
解
一
一
に

す
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
オ
る
こ
こ
も
に
、

1
桧
型
炉
屈
の
判
断
の
考
庖
要
素
を
使
民
主
に
分
か
り
ゃ

F
く
共
体
化
し
に
ち
の
乙
し

て
、
ー
警
青
山
清
一
一
に
当
た
）
使
用
有
が
講
ず
べ
き
い
M
K
E
E
を
指
針
等
で
不
す
こ
と
が
凶
山
で
あ
る
と
し
一
1
1

配
旦
豆
転
挨
、
労
協
慌
時
判
の

Ul<J<、it・'?iお＇..31 FJJi i '9 c2Gifコ.nJ



町目減、

一
時
休
業
等
の
純
一
宗
E
W
U
手
段
ピ
刊
ゆ
く
し
、

J
九
は
、
こ
の
上
う
m
E卜↑
J

段
に
上
コ
て
対
処
す
る
こ
と
が
で
き
た
）
い
に
め
一
、
整
理
解

震
に
よ
る
べ
き
へ
u
型
的
必
四
片
山
が
あ
る
こ
と
」
を
そ
の

つ
に
挙
げ
る
炉
、

「
労
働
市
鳴
り
動
山
を
踏
ま
え
て
更
に
検
出
「
べ
き
で
あ

る
と
の
同
日
出
付
さ
の
も
の
と
じ
い
、
ぇ

」
れ
を
合
1
4
堺
税
、
り
い
か
ん
に
か
か
わ
、
り
ず
、
住
併
す
？
？
一
と
は
明
ら
か
に
相
周
が
あ
る

就
業
規
則
の
作
成
に
い
か
に
慎
主
な
沼
1

度
で
臨
ん
で
も
、
ご
の
よ
ス
な
律
規
制

三
N
念
出
岬
エ
は
＝
吋

t
m
d
d
一戸ヨ
C
コ）

コ
lug
－主、

U
司
h
I
t
l
v

法
改
一
J
ま
で

J

て
、
前
日
北
弔
川
を
就
寺
八
反
則
の
絶
汁
的
必
要
記
我
山
一
政
と
L
z
y
J
U
苦
味
は
い

77一
レ
ど
こ
L

oJ 

め
一
っ
た
の
か

J

浅
明
性
を
品
め
る
な
か
で
、
多
一
作
性
も
大
い
に
発
陣
で
き
る
就
楽
規
則
に
は
で
吊
し
た
利
ー
も
あ
る
h

一

そ
の
昔
、
労
J
浄
水
泡
ピ
幻
す
ノ

は
な
ら
ん
也
い
υ

五

制
作
二
一
の
ふ
似
山
滅
的
解
決
り

死
同
ル
小
し
釘

ι也
ら
ず
（
夫
婦
百
円
以
T
で
あ
れ
、
原
市
町
日
守
で
あ
れ
、

一
度
こ
じ
れ
た
民
係
ケ
五
に
院
す
こ
と
は
お
よ
そ
不
可
砲
に
rf
レ）

こ
れ
以
－
絡
に
や
円
亡
ら
れ
る
か
じ
を
う
円
に
す
る
か
、
行
致
で

、
同
了
パ
v
m円
出
も
た
る
c

人
－

f
ノ
イ
よ
れ
乞
打
つ

と
き
は
会
川
引
を
辞
め
Q
と
き
町
二
百
つ
筆
者
に
k

日
二
た
羽
合
幹
部
さ
え
い
る
J
H
n
ド
院
に
い
っ
た
ん
一
づ
Jど
引
芦

そ
の
ム
印
に
逆
ら
っ
た
か
ら

九
州
い
、
そ
れ
ぐ
ら
い
の
元
日
は
安
る

ス
入
総
が
為
る
か
ど
ろ
か
は
間
垣
で
は
な
い
労
使
関
係
の
現
実
は

こ
の
よ
う
に
権
利
義
務

関
係
の
伴
JY十
八
さ
し
く
お
乙
に
と
こ
ろ
に
あ
る
む

か
〈
し
て
、
断
極
紛
争
円
以
和
解
や
め
｝
せ
ん
で
金
銭
的
解
仇
を
み
る
と
き
も
、
通
協
の
場
台
、
次
、
り
よ
ぷ
な
侍
必
芹
円
以
当
事
者
で
は

？
父
わ
さ
れ
る
こ

t
rな
る

①
 
巴
は
～

4

H
〈
ヨ

U
7
4
っ
て
乙
主
復
帆
3
止
、
／
）
目
同
ヨ
を
も
っ
て
山

JE円
満
退
職
し
た
J
U
の
と
ず
る

〔2)

同
T
は
九
に
汁
L
て
金
二
円
、
な
え
払
う
と
と
も
に
、

乙
は
中
に
対
1

／
て
い
か
な
る
債
権
＆
】
ム
リ
た
白
い
こ
t

そ
の

ι刊
果

1
4
1
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む
紛
争
が
い
司
べ
て
純
一
決
し
た
こ
と
）
ν
ご
士
」
L

侍
認
す
7
9
へ

解
誕
の
ム
廿
効
“
無
効
山
ツ
い
て
は
M
M
f
y
d
を
明
確
内
作
ず
｛
こ
の
よ
よ
ー
に
、
傷
合
に
よ
っ
え
は
解
雇
心
事
実
に
「
ら
門
及
し
は
い
て

川
以
方
の
山
間
予
立
つ
工
、
円
ノ

N
T
る
「
モ
こ
に
、
解
雇
紛
争
一
り
’
ぷ
枠
内
的
解
14h
を
成
功
さ
せ
る
た
め
の
縫
が
あ
る
と

V

J

た
が
っ
て
、
叩
併
用
川
…
効
の
判
決
を
前
提
1

ぐ
し
て
、
な
お
か
つ
金
銭
的
市
れ
い
J

ど
凶
づ
き
こ
は
、
そ
れ
白
体
L
Y

し
て
凶
問
？
と
い
わ
三
一
る

わ
三
得
な
レ
が
、

い
っ
た
ん
解
一
果
、
「
な
さ
な
復
峨
さ
hr
る
こ
と
は
、
ど
れ
以
上

い
と
い
p

現
宝
ん
も
あ
る
し

問
所
早
川

J

進
法
・
’
一
対
を
v
川
桂
三
十
る
以

l
、
ー
造
法
な

um一
一
を
行
一
っ
す
九
使
い
い
三
百
に
会
銭
解
決
の
巾
り
て
を
認
め
る
必
設
は
な
い
と
の

お
抗
が
あ
っ
て
も
お
か

L
く
は
な
い
が
、
「
念
日
時
洛
決
か
γ
認
め
る
こ
y

こ
は
、
金
銭
ざ
た
支
払
え
ば
鉾
濯
で
き
る
y
し
の
以
市
を
い
山
め
る

の
で
は
ほ
い
か
エ
の
懸
念
ー
を
坪
山
に
、

い
百
な
る
解
一
一
に
つ
い
と
も
こ
の
巾
J
V

亡
を
り
絞
こ
ず
る
も
一
り
で
は
ば
く
、

人
位
、
民
籍
、

信
条
、
性
別
勾
J
b
n
↑
注
由
と
か
Jる
熱
別
的
解
M
R
や
、
労
働
帆
h
h
r
t次
有
給
休
暇
JY
取
お
「
｝
白
な
ど
の
正
当
な
権
利
を
行
使
L
ー
さ
一
こ
z
ぜ
球

山
と
す
る
解
雇
保
J

を
一
れ
た
使
用
者
に
よ
る
全
然
解
決
心
巾
立
て

な
レ
こ
と
が
ト
J

川
一
当
て
お
る
）
と
し
、
「
さ
ら
に
、
淀
川
者
乃

域
ロ
又
し
は
過
失
に
よ
ら
な
い
平
情
で
あ
っ
て
汚
働
者
の
職
場
役
悟
ど
ね
－
排
と
認
め
ら
れ
る
持
到
な
苧
清
が
為
る
場
合
に
浪
る
、
一
と
に

；：、

」
4
1

会
北
川
、
さ
え
仏
、
ス
ば
耐
震
か
で
き
る
と
い
う
制
度
で
は
な
い
こ
と
、
日
明
ー
仲
に
た
る

サ
ゾ
」
、

引
用
は
軒
先
会
如
水

E
に
よ
る
）

解疋＇：止くるf論と与高校

と
ま
で
い
う
戸
」
レ
〈
円
れ
は

「4
幸
別
的
解
雇
や
工
当
日
桧
利
」
口
一
行
使
と
は
い
つ
一
、
y
u
、
そ
の
証
明
念
は
エ
れ
ほ
ど
明
確
て
は
た
く
、
所
設
、
山
律
］
陪
が
↓
出
の

い
v

川組ルトへの

i
張
－

tv
祉
は
ま
だ
L
も
時
的
院
で
は
あ
っ
て
也
、
相
過
失
心
ム
丁
張
・
立
て
＃
や
と
な
る
と
話
ば

た
か
で
〆
J

、
え
た
、
も
の
ご
し

澄
勺
て
く
る

い
わ
ゆ
る
悪
魔
の
一
社
川
町
い
当
た
る
）
し

則
論
的
い
は
仮
ピ
主
し
く
て
J
M

現
支
は
限
比
例
で
は
助
か
な
い
羽
山
ド
マ
ご
一
ア
ル
長
一
拝
し
つ
け
る
の
で
は
な
く

現
場
の
女
川
田

に
〈
」
つ
三
も
の
に
、
ひ
し
ろ
マ
ニ
ュ
ア
ル
日
体
を
さ
さ
挟
与
え
る
。
ざ
一
1

〕
た
知
日
が
な
け
れ
ば
、
こ
の
山
冠
は
相
川
仇

L
な
い

J

壮
手
話
は
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と
れ
い
り
よ
う
に
考
え
る
の
で
あ
る
が
、
ど
う
で
為
ろ
う
か
へ

ー
、
な
お
、
グ
ス
ヲ
、
が
取
句
i
げ
た
の
も
、
高
恨
I
C
M吹い川
I
I
C
V川
い
ず
れ
J

し
な
政
免
杭
討
に
“
お
J

に
と
ど
ま
っ
て
い
。

へ
り

J

同
八
体
的
ピ
山
い
、
右
吻
J

山
出
わ
人
事
二
L

去
の
第
お
は
で
一
8

王
桃
川
川
ヘ
ノ
い
弘
符
Jm
ナ
社
ワ
僻
目
い
亡
へ

1
ス
ル
ト
！
一
t

ハ
心
ノ
ク
ト
手
一
匹
口

前
一
計
ノ
ヰ
dE1
為
y

J

又
ハ
一
民
人
1
i川
日
’
ず
以
上
ノ
手
当
ワ
ち
ら
ス
ル
一

l
三
笠
宮
人
山
一
ン
十
、
九
九
宮
J

H
久
一
生
！
手
袋
ノ
林
続
不
可
能
ト
み
；
ク

U

一
同
リ
又
パ
杭
工
3

f

四
八
一
一
情
ス
ヘ
オ
半
市
一
河
リ
円
ム
ワ
ト
弓
伴
サ
片
品
九
「
於
ナ
い
市
川
市
主
約
7

解
除
ス
M

4

パ
ロ
」
ノ
限
－
一
在
↑
ア
ス
」
と

規
定
に
一
、
い
L

」

（

3
4

！
と
合
同
H

和
夫
一
労
叶
LHA
「
お
じ
以
一
〆
ヰ
人
倍
、
で
成
一
七
L
ア
七
？
っ
つ
、
J
U
、
昨
日
で
は
同
日
た
ぺ
時
ポ
り
区
お
の
貼
八
口
、
厄
判
後
の
刷
、

約
詞
山
に
つ
＼
？
と
古
れ
わ
間
約
一
変
わ
り
げ
た
よ
の
μ

布
一
止
し
、
当
該
羽
山
同
心
刈
f
を
主
ぺ
て
け
友
利
日
終

f
［
ケ
前
～
て
る
－
タ
ノ
カ
／
半

件
H
H

古
汽
尽
地
id
巾
成
一

j

e

一
一
九
百
判
ヘ
じ
三
号
七
二
五
）

w

L

一よl
u
u
J
R
U臼
の
青
γ
巴
に
汗
八
円
孜
〕
て
し
一
今
と
し
え
る
が
、
仮
に
当
ー
以
内
》

問
中
心
呼
一
併
に
は
ー
や
れ
し
さ
伴
な
い
事
市
」
が
必
ま
し
の
さ
え
一
三
ν
と
る
の
で
り
れ
ば
問
符
に
い
ん
i
μ
f
ハ
二
九
条

η
主
r
疋
に
反
ず
る
、
一
と
に
h

る
こ
よ
ノ
L
「
）
口
に
J

江
川
百
苦
日
ψ
嬰

r一
え
よ
う

｛

4
、
大
阪

υ松
川
北
叫
ん
閉
州
市
何
一
司
一
’
ル
就
業
規
叫
ニ

E
t＼
ゴ

FLJf刊一叫ん｛
C
わ
o

v
～
rv＼

2
2
E
3
J
F
H
七
否
を
左
目

－

wtA巨
引
当
該
自
げ
は
、
こ
の
当
事
に
ー
お
け
724店
格
性
心
有
た
は
、
当
夜
戦
目
の
外
的
に
表
れ
＋
～
汀
動
、
京
u
k
に
厳
し
γ
ご
L

れ
を
桁
断
「

へ
き
で
の
わ
ー
そ
の
み
勿
八
口
、
切
々
い
い
行
為
、
招
待
、
に
つ
き
、
そ
心
？
川
一
氏
、
比
五
味
、
斤
L

宍
状
況
λ
J
n
υ

詩
般
の
宅
情
に
出
、
ら
し
に
評
価
ず
べ
き
で

あ
る
こ
と
に
？
り
？
汽
ど
れ
、
ト
ノ
桂
三
’
配
、
京
日
正
、
っ

v
t
は
ね
口
に
わ
際
的
に
刈
県
’
い
け
」
対
日
寸
ヘ
き
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
当
ー
詳
判

員
（
り
は
い
口
止
や
け
椛
、
け
ん
古
山
市
民
事
の
政
的
支
五
一
一
百
七
回
3
2
匂
必
芯
ハ
J

あ
り
、
こ
れ
ら
芯
殺
り
h
k
f
h
J立
総
ム

J

的
に
検
討
し
た
ニ
、
立
－

d
股片

畏
烹
さ
む
令
般
的
な
巡
柄
州
心
中
古
判
fIP
」
心
同
士
五
同
一
に
お
い
ζ
M
U
J
1
d
m
w
ゴ
判
手
判
K
N
1

伝
げ
れ
ば
示
。
L
J

な
い
一
i

｝
す
る
品
サ
ャ
も
に
、
削
持
・

人
強
刈
品
川
U
事
件
に
E
t
v
t
J
E
「
引
用
さ
h
て
い
る
ハ

ヘρ
わいJ

リ
成
一
石
小
l
t
u川
口
日
付
汁
辺
川
い
労
働
新
聞

y

弘
一
ァ
レ
品
も
川
出
品
相
一
y
k

版
い
た
v

一
を
器
開

J

な
ョ
、
成

R
1
M可リヤ

h

川
政
此
坑
推
進
子
お
い
川
が
作
成
v

た
行
政
減
に
同
ゲ
る
新
人
事
制
度
の
原
案
、
い
？
？
に
店
、
設
持
美
川
和
ギ
見
守
心
川
崎
ム
υ
に
お
け
る
公
務
！
立

の
免
職
1
絞
に
コ
い
亡
、
以
心

f
ノ
な
定
め
が
置
か
れ
て
い
と
じ

一次小
vJ

）
続
を
見
出
片
と
「
る

j

…一J

ぷ
火
山
「
に
長
一
J

L

劫
務
官
桂
一
一
川
Ud
事
ン
＼
一
ヘ
良
ザ
あ
わ

J

、
高
直
治
山
出
U
Y
N
う
て
も
改
善
の
余
地
の
な
i
v
J
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と
が
明
り
か
な
場
ふ
己
、
以
卜
心
手
続
か
作
〕
ず
に
処

fV日
」
仔
つ

次
に
掲
ド
ノ
プ
白
書
山
L
Z
2
し
ム
菅
に
つ
い
て
は
、
小
蒋
J
H
と
し
て
心
地
性
を
欠
く
よ
、
つ
な
戦
日
E
あ
る
り
能
性
J

℃
あ
る
こ
ノ
か
っ
八
ポ

しい｝門ハーでき』ツ仁
U

F

C

笹
川
日
生
討
は
氏
死
て
矯
正
措
置
か
一
割
る
ム
市
民
川
r
一
円
有
虹
を
判
臨
す
る
も
の
と
す
る

／～述耕一

v
f
h
降
小
ミ
、
れ
た
M
h人

＠一

P1
思
殺
し
日
、
他
ハ
バ
計
一
川
市
山
花
呆
が
往
し
ノ
＼
荒
川
会
J
の
る
場
へ
口

－一

rq
こ
続
し
て
来
続
出
仰
の
結
拡
が
し
νロ
し
：
不
良
三
あ
Q
日ノ口

b 

－
t
u他
事
I
J
E市
つ
い
て
、
勤
務
実

F一
が
苦
L
く
不
良
と
認
め
っ

h
る
場
合

l
f
h
a
何
人
〕
℃
り
品
川
正
指
出
パ
ぷ
？
一
判
断
じ
た
岐
白
川
ド
ロ
川
〕
に
は
、
や
コ
か
い

J

山ο
請
は
州
以
前
L
L
講
ず
る
と
こ
む
点
目
L

介
3
J
L
一
法
取
L

t
f
で
、
川
川
修
円
三
十
品
、
財
4
T
L引
は
に
刈
云
る
抗
五
y
H
A
処
分
等
（
U
目
安
な
山
崎
府
L
措
置
三
講
ず
ハ
W
P

己
主
り
同
州
リ
伝
泣
か
え
リ
コ
た
役
相
当
刻
同
一
六
ー
は
校
H
9）

一
ご
い
泊
し
て
も
勤
務
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私
立
叫
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が
認
め
、
リ
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引
い
均
〈
一
三
、
予
職
処
’
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以
一
、
丈
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前
科
v
－
省
「
指
叫
心
不
記
教
員
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人
事
皆
川
↓
に
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ヶ
る
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に
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i
u
r
k
L
Z
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＼
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C
L
t
＼
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＼
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H
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k
r
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叫
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批
判
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み
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叫
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持
了
＼
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事
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へ
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配
宣
伝
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心
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J
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ハ
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一
労
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引
t
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力
1
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績
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摂
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規
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じ
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7
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術
室
と
？
っ
て
悦
同
日
目
へ
J
銭
掛
川
江
川
ヅ
州
、
一
て
や
」
認
め
る
正
実
は

な
し
と
幻
♂
吋
抗

J

へ
そ
の
担
保
プ
ニ
ベ
一
つ
こ
と
に
芯
－
4

い
成
一
八
年
江
叶
け
か
ら
ス
々
v

ト
ず
る
労
働
答
日

UK払
γ｝

に
お
い
て
は
、
そ
λ
L

h

一
丈
が
則
刊
さ
れ
よ
う

－一｝／）

よ
り
心
け
叶
究
会
深
川
［
が
一
九
程
、
国
話
、
伝
来
、
性
別
寸
d
m
出
ニ
ず
る
宍
別
的
解
宮
L

と、

J
t
札
が
叫
小
に
す
評
伝
ハ
乙

17乞
一
ボ
時
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V

一
、
い
ん
河
川
ひ
勾
に
か
か
る
に
～
と
え
ば
よ
ヘ
恒
等
一
歩
珂
占
と
ナ
る
人
権
伝
勺
門
（
り
予
防
お
’

f
r
f
H
L一と
こ
ん
人
権
附
誌
な
実
に
お
と
、

は
、
一
人
佳
等
一
が
一
人
色
、
民
判
長
、
ド
ペ
m
去
、
川
弘
、
仕
合
的
身
ハ
イ
、
同
い
泊
、
一
伸
之
汁
、

t
叩
一
足
以
往
的
出
担
fM？乞
L
R
J

一
v
円
安
わ
ど
J
L
L
日
間

に
わ
た
る
？
も
の
し
て
定
烹
F
n
u
て
い
る
万
悦
芹
川
U

i

広
い
カ
：
ハ
よ
っ
て
は
、
ド
で
も
ん
別
的
解
一
区
一
に
た
叩
る
勺
F

F

1

1

J

た
M
T
2
を
円
以
く
メ

ぷ
Y

〉

7
tりるハ

f
L
3

；
 

士
一
～
、
一

A
当
な
地
中
’
ぺ
一
心
行
使
と
一
と
め
ら
れ
る
一
助
ム
い
で
応
っ
ー
も
、
附
川
パ
AJ

心
主
設
を
品
川
v
九
、
か
え
J
J
L
F
仏
仙
の
空
貨
を
白
人
よ
う
な
持
利

労
判
一
八
戸
ノ
ヘ

5

九
九
慢
も
少
八
ア
凶
い
t
k
v

レ

J
7んば、

L
1
コ
ロ
事
件

Jt

ト
ー
ド
γえ

ir－
－

o
 

。一！じ、
A
J
E
ん
佐
川
ハ
三
六
H

有
六
分
六
ニ
二
一
心
H
J
1
J
一
引
い
山
口
［
二
軍
円
以
－
車
が
日
間
判
ド
l
一
は
六
一
口
↓
立
労
！
人
主
目
立

、
九
円
）
て
は
、
原
／
一
］
が
、
心
人
宅

ιっ
一
ヰ
五
の
い
い
ら
計
州
側
に
一
叫
人

J
Jリ
、
欄
外
に
－

U
E
J山
達
比
ん
｝
前
川
河
の
「
に
人
一
一
J
V
O

誠
心
評
判
ιTm
併
が
も
ろ
け
つ
れ
る
氏
、
つ
ば
、
引
ド
ム
じ
了
改
苦
h

の
取

U
な
ど
で
刀
間
者
心
惟
利
む
主
張
ご
～
ー
リ
、
右
休
ど
し
F

ヲ
L

と
が
労
働
者

の
沢
利
ム
ヤ
に
〔
ノ
な
が
る
一

α
乙〉
L
L、
リ
ん
荒
法
照
守
か
ぶ
り
似
る
勺
巨
パ
わ
た
載
仁
一
L
t
よ
れ
か
一
提
刊
し
ず
｝
こ
と
や
、
三
峨
品
集
＼
ぷ
之
芯
ど
に
一
口

ー」，、

九
川
地
人
口
、
以
判
決

士
「
門
判
川
1
友
弘

主
古
・
半
日

分
の
仕
事
が
終
わ
っ
と
工
デ
J

～
ゴ
出
力
従
京
員
つ
が
政
栄

J

て
い

f
o
山川町ア

J

P

斗
一
い
で
手
伝
い
た
く
な
い
一
な
ど
こ
充
言
L
七
一
二
V
ヰ

だ
ν

一
し
一
、
認
定
き
れ
ァ
、
い
る
が
、
こ
の
一
寸
つ

K
協
副
持
け
ど
ん
入
ぐ
一
正
義
心
味
パ
ペ
」

ρ同
法
の
ム
ハ
山
mdtHP円
一
「
こ
な
ど

c

す
よ
し
－

本
干
決
J

二、

や
や
空
中
心
が
ら
に
一
ー
川
い
に
協
力
L
什
コ
て
繁

tuu同
士
来
h
勺
切
る
べ
き
で
あ
る
乙
与
え
己
い
る
州
1A

の
従
夕
、
言
ム
一
川
ら
は
も
必
ず

1y
好一円、江ほ

か一也
hJ
れ
て
は
い
LKか
ノ
に
一
ヒ
出
ヘ
る
）
と
い
3

：
も
川
司
法
い
は
な
い
あ
る
意
昧
て
、
鮮
早
心
主
銭
的
削
J
、
が
［
肢
も
利
己
い
う
1
ス
と

よ
】
い
う
こ
と
が
で
今
る
り
で
あ
G
U

一東口山
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